
計画の推進

第4章

1 推進体制と取組状況の振り返り
　「ひっとプラン港北」第 4 期計画では、刻々と変化する地域社会を取り巻く情勢に応じた計画
となるよう、計画の推進に PDCA サイクル（計画 (Plan)→ 推進 (Do) → 振り返り (Check)→ 
計画継続・追加・修正 (Action）を活用しながら、毎年度ごとに計画の振り返りを行い、翌年度
の活動に反映・共有することで、 福祉保健課題の着実な解決に努めます。

（1）地区計画
  推進体制 　地区ごとに、地区連合町内会、地区社会福祉協議会等の地域の活動団体が中心にな
　　　　　　り、地域の皆さん一人ひとりの参加により、活動・取組を進めていきます。
　　　　　　区役所・区社協・地域ケアプラザがサポートスタッフとして連携して、地域の活動
　　　　　　を支えていきます。

  振り返り 　毎年度地区計画ニュースを発行し、振り返り及び次年度の計画を周知していきます。

(2) 区計画
  推進体制　 区内の自治会町内会、福祉保健活動団体等の代表者及び学識経験者で構成する
　　　　　　「『ひっとプラン港北』策定・推進会議」において計画の推進や振り返りを総合的に  
　　　　　　協議していきます。

  振り返り　 取組の確認を区役所・区社協・地域ケアプラザにて行い、その内容は「ひっとプラ
　　　　　　ン港北」策定・推進会議へ毎年報告し、取組状況や振り返りを協議します。

(3) 区民フォーラム
　福祉保健活動の取組の発表と共有の場として、区民フォーラムを開催します。
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（１） 計画推進における区役所・区社協・地域ケアプラザの役割
　区役所・区社協・地域ケアプラザは、多様化・複合化する生活課題への住民の取組を支援します。
社会情勢の変化を踏まえて、それぞれが持つ事業との連動を意識しながら、 地域住民とともに地
域の特性にあわせた解決策を検討していきます。区役所・区社協・地域ケアプラザの三者が「サポー
トスタッフ」として連携し、以下の役割を担いながら地域との協働を進めていきます。

① 住民や地域活動団体、事業所等が行う福祉保健活動の支援 
・住民や地域活動団体、NPO 法人、企業等との有機的な連携を進め、地域の状況に応じた福祉
  保健事業を展開します。
・地域活動団体に対する企画、運営、広報等の支援を強化します。

② 地域と民間事業者を含む多様な団体、専門機関のネットワーク構築
・自治会町内会、福祉活動団体、ボランティア団体、事業所や専門機関等のネットワークを構築し、
  地域で支援を必要とする人を重層的に支える仕組みをつくります。 
・共通のテーマに基づく広域の活動団体や企業等と地縁組織の連携のきっかけをつくることによ
  り、地域活動の活性化を図ります。

③ 地域活動を推進するための環境や条件の整備
 ・地域活動の円滑な推進のため、担い手の確保や財源的な支援、活動拠点となり得る場の検討、
  必要な情報等の整理を行います。

2 区役所・区社協・地域ケアプラザ
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④ 福祉保健課題や地域の福祉保健活動に対する理解の促進
・幅広い世代の住民に対して、福祉保健活動の普及・啓発を進めます。
・個別の支援に関する課題検討の中で明らかになった地域の課題を、地域の住民と共有し、解決
  に向けた検討を行う場を、小さなエリアごとにつくっていきます。

(2) 各機関の機能

① 区役所
　区役所は区計画推進の総合的な調整や進行管理を行うとともに、高齢、障害、子どもなどの分
野ごとの個別支援や、地域・関係機関のネットワークづくり、社会資源の創出など、地域の福祉
保健課題解決のために必要な施策を展開しています。
　また地域における協働を総合的に支援するため、地区担当を配置し、地区計画の推進支援、地
域の課題解決・連携支援を行っています。地区担当と専門職がサポートスタッフとして地区計画
を支援しています。

② 区社協
　区社協は、地域住民や様々な団体・施設・関係機関等の参画により、地域の生活課題の把握と
その解決の仕組みづくりを進めていく地域福祉の推進役として、法的に位置づけられた地域支援
の専門性を有する組織です。高い公共性を持つ民間組織として、ネットワークや専門性を活かし、
かつ状況の変化にも柔軟に対応しながら、地域福祉保健計画の推進に取り組みます。

③ 地域ケアプラザ
　地域ケアプラザは地域の身近な福祉保健活動の拠点、相談機関として、地域住民の福祉保健に
関する様々な相談などから、個別課題やエリア内の地域情報を把握し、課題解決に向けた活動を
行っています。
　また、地域の様々な活動団体とともに、地域の状況に応じた見守り、支えあいの仕組みづくり
を行うなど、地区計画の推進支援の中核的な役割を担います。さらに、区役所・ 区社協と連携
しながら、誰もが住み慣れた地域で生活を継続できるよう、「地域包括ケアシステム」の構築を
推進します。
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